
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
の
被
災
者
に
係
る
所
得
税
法
及
び
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に

関
す
る
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
修
正
申
告
）

第
十
九
条

省

略

２

省

略

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
納
税
申
告
書
は
、
修
正
申
告
書
と
い
う
。

４

省

略

（
更
正
の
請
求
）

第
二
十
三
条

納
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
係
る
国
税
の
法
定
申
告
期
限
か
ら
五
年
（

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
法
人
税
に
係
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
十
年
）
以
内
に
限
り
、
税
務
署
長
に
対
し
、
そ
の
申
告
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額

等
（
当
該
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
関
し
次
条
又
は
第
二
十
六
条
（
再
更
正
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
更
正
」
と
い
う
。
）
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
更
正
後
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
）
に
つ
き
更
正
を
す
べ
き
旨
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
若
し
く
は
税
額
等
の
計
算
が
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
従
つ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
又
は
当
該
計
算
に
誤
り

が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
税
額
に
関
し
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
更
正
後
の
税
額
）
が
過

大
で
あ
る
と
き
。

二

前
号
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
純
損
失
等
の
金
額
（
当
該
金
額
に
関
し
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
更
正
後
の
金
額

）
が
過
少
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
関
し
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
更
正
通
知
書
）
に
純
損
失
等
の
金
額
の
記
載
が
な
か
つ

た
と
き
。

三

第
一
号
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
（
当
該
税
額
に
関
し
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該

更
正
後
の
税
額
）
が
過
少
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
関
し
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
更
正
通
知
書
）
に
還
付
金
の
額
に
相
当

す
る
税
額
の
記
載
が
な
か
つ
た
と
き
。

２

省

略

３

更
正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
更
正
後
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
、
そ
の
更
正
の
請
求
を
す
る
理
由
、
当
該
請
求
を
す
る
に

至
つ
た
事
情
の
詳
細
、
当
該
請
求
に
係
る
更
正
前
の
納
付
す
べ
き
税
額
及
び
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
更

正
請
求
書
を
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
７

省

略



（
更
正
）

第
二
十
四
条

税
務
署
長
は
、
納
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
納
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
が
国
税

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
従
つ
て
い
な
か
つ
た
と
き
、
そ
の
他
当
該
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
そ
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
調
査
に

よ
り
、
当
該
申
告
書
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
更
正
す
る
。

（
決
定
）

第
二
十
五
条

税
務
署
長
は
、
納
税
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
当
該
申
告
書
を
提
出
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
調
査
に
よ
り

、
当
該
申
告
書
に
係
る
課
税
標
準
等
及
び
税
額
等
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
及
び
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
が
生
じ
な

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
再
更
正
）

第
二
十
六
条

税
務
署
長
は
、
前
二
条
又
は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
決
定
を
し
た
後
、
そ
の
更
正
又
は
決
定
を
し
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過

大
又
は
過
少
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
調
査
に
よ
り
、
当
該
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
更
正
す
る
。




